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令和８年度認知症介護実践者研修開催要項 

 

１  目的 

 介護保険施設・事業所等に勤務する介護職員等が、認知症介護に関する実践的な知識及

び技術を修得することにより、認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図る。 

 

２ 実施主体 

  社会福祉法人 山口県社会福祉協議会（山口県指定実施機関） 

 

３ 対象者 

 下記の（１）〜（５）の要件をすべて満たす者 

（１）県内の介護保険施設・事業所に勤務する介護職員等 

（２）認知症介護基礎研修を修了した者、あるいはそれと同等以上の能力を有する者※ 

※「それと同等以上の能力を有する者」とは、認知症介護基礎研修の対象とならない医療、福祉関係

の資格を有する者 

（３）身体介護の基本的な知識及び技術を修得しており、実務経験が２年程度の者 

（４）講義・演習、中間報告、自施設（職場）実習、実習発表の全日程を受講できる者 

（５）自施設（職場）実習に、職場内のチームで取り組みが可能な者 

※１ 認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、

看護小規模多機能型居宅介護のいずれかの事業所において管理者・計画作成担当者

に就任予定の者（就任予定日が具体的に決まっている者）と、未受講者が就任して

いる場合は市町を通して申込みを行い、市町の長の推薦書の添付を可能とします。 

※２ 開設予定の事業所は、具体的に開設時期が決定している事業所に限ります。 

※３ 別紙「指定地域密着型サービス事業所の指定に係る研修受講義務付けについて」

を参考にしてください。 

 

４ 定員 １２０人（各コース６０人） 

 

５ 日程、会場 

コース 開 催 日 程 会場 

Ａ 令和８年６月 １日（月）～ ８月１８日（火） ＹＭｆｇ維新セミナーパーク 

（山口県セミナーパーク） Ｂ 令和８年６月３０日（火）～ ９月１７日（木） 

  ※別紙「令和８年度認知症介護実践者研修 日程表」を参照してください。 

 

６ 受講料  

（１）山口県社協  会員事業所の受講者 ３８，０００円／１人 

（２）山口県社協 非会員事業所の受講者 ４３，０００円／１人 

※県社協会員は法人単位ではなく、事業所単位となります。未加入の事業所で

県社協会員として受講を希望される場合、事前に入会手続きが必要です。詳

細は「山口県社会福祉協議会ホームページ」の「会員募集のお知らせ」をご

覧ください。（https://www.yamaguchikensyakyo.jp/） 

 受講料の納入方法については受講決定者に対して別途お知らせします。 

※受講料の振込み後、Ａコースは５月２９日（金）・Ｂコースは６月２９日（月）の 

午後５時以降にキャンセルされた場合は、受講料の返金はいたしかねます。 
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７ 研修テキスト 

「認知症介護実践研修テキスト 実践者編」（２０２２年６月刊行） 

中央法規出版株式会社（定価：本体２,６００円＋税） 

研修では上記テキストを使用します。研修会場でテキストの販売は行っておりません

ので、受講決定時に配布及び福祉研修センターＨＰ（https://yg-fkc.com）に掲載する

テキスト申込用紙を利用し、各自で事前に準備してください。 

 

８ 申込方法 

  所定の受講申込書を用いて、申込期限（必着）までにお申込みください。 

なお、申込先は状況によって２種類に分かれますので、以下を参照してください。 

 

（１）市町推薦申込➡【市町推薦申込】の申込書を使用 

認知症対応型共同生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看

護小規模多機能型居宅介護のいずれかの事業所において、市町推薦要件①～③に該当

する受講義務がある者 

 

《市町推薦要件》 

① 開設予定の事業所で、開設当初から管理者・計画作成担当者に就任予定の者 

② 管理者・計画作成担当者に就任済で本研修未受講の者 

③ 令和８年度及び令和９年度中に管理者・計画作成担当者に就任予定の者 

 

送付先：市町担当課 

申込期限：令和８年４月１３日（月）【必着】 

 

※１ 送付先及び問合せ先については「市町窓口一覧」を参照ください。 

※２ 各市町の担当課に問合せの上、各施設・事業所の長より申し込んでください。 

  ※３ 推薦要件に当てはまらない者に推薦書が添付されていた場合、当該推薦書は無効とし

【直接申込】と同じ取り扱いとします。その結果、定員超過等の理由により受講できな

い場合がありますので御留意ください。 

 

（２）直接申込（上記（１）に該当しない者）➡【直接申込】の申込書を使用 

   上記（１）に該当しない場合は、各施設・事業所の長より、下記送付先に郵送で申

し込んでください。 

 

送付先：山口県社会福祉協議会 福祉研修部（福祉研修センター） 

〒754-0893 山口市秋穂二島1062 

申込期限：令和８年４月１３日（月）【必着】 
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９ 提出書類 

（１）受講申込書（指定の様式を使用し、記入漏れがないか確認） 

（２）修了証書等の写し（次のいずれか１点を添付） 

   □ 認知症介護基礎研修の修了証書の写し 

□ 認知症介護基礎研修同等以上の能力を有する医療、福祉関係の資格証又は修了

証書の写し 

※修了証書等に記載の姓と現姓が異なる場合は戸籍抄本を併せて添付してください。 

（３）返信用封筒（受講申込者１人に１枚） 

□ 角２サイズ（Ａ４が折らずに入る大きさ） 

□ １８０円切手貼付 

□ 送付先記入（宛先は「所属事業所住所」および「所属長氏名」） 

 

※上記（１）～（３）が同封されていない場合は、書類不備として受付できません。 

 

10 選考方法及び受講決定 

（１）申込者多数の場合は、選考基準に基づき受講者を決定します。 

（２）受講決定後の受講者の変更は、いかなる理由であってもできません。 

（３）各コースで人数調整を行いますので、申込状況によっては御希望に添えない場合が 

あります。 

（４）申込者数の状況により、どちらか一方のコースのみの開催となる場合があります。 

（５）受講の可否については、返送用封筒により後日申込者へ通知書を送付します。研修

開講日の２週間前になっても通知が届かない場合は、福祉研修センターまで連絡して

ください。 

 

11 修了証書  

  全日程を修了された者には「山口県認知症介護実践研修実施機関指定要綱」に定める

修了証書を本会で交付します。修了の認定については、県長寿社会課・所管市町担当課

等と情報交換及び協議し決定することがあります。 

  次の場合、修了証書を交付できませんので注意してください。 

 ・受講申込書の記載内容に重大な虚偽があった場合 

 ・開催要項、研修中配布資料の記載内容に違反した場合 

 ・遅刻、早退、欠席、離席等により、全課程を修了できない場合 

 ・実習が確実に履行できない、あるいは履行されていないと判断した場合 

・学習意欲に著しく欠け、研修態度が他の受講者の迷惑になると判断した場合 

・施設・事業所の協力を得られず実習の継続が困難な場合 

 

12 食事・宿泊 

（１）昼食は、各自で準備するか併設の食堂を利用してください。 

（２）セミナーパーク併設の宿泊室を利用することができます。宿泊を希望される方は、

「受講申込書」の該当欄に記入してください。 

  ※１ 原則１室２人 宿泊料1,520円 

  ※２ バス、トイレ、テレビは各宿泊室にはありません。また、洗面用具、寝巻き等

は各自で用意してください。 

（３）宿泊をキャンセルする場合は、研修前日の午後５時までにお願いします。 

（６月１日（月）に宿泊される方は、５月２９日（金）の午後５時まで。） 

それ以降のキャンセルは、宿泊料を請求します。 
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（４）宿泊時の夕食・朝食を利用する場合は、土日祝日を除く３日前までに予約をする必

要がありますので、宿泊者が直接セミナーパーク食堂（０８３―９８７―３３１０）

に電話してください。キャンセルの場合も同様です。 

 

13 個人情報の取扱い 

  申込書類に記載された個人情報は、受講者名簿及び修了証書作成等、研修事業の円滑

な運営のために使用するほか、認知症対応型サービス事業に関する指定基準の確認のた

め利用することがあります。受講申込に当たっては、個人情報の利用について、必ず受

講希望者本人の同意を得てください。 

受講者相互の交流、情報交換を円滑に行うことを目的として、受講者氏名及び所属に

関する情報を記載した名簿を、研修時に配布します。 

また、修了者名簿は永年保存とし、記載された内容は、本会の個人情報保護規程に 

基づき厳正に管理します。 

 

14 受講上の留意事項 

（１）認知症の御本人やその家族の生活の質の向上を図るための対応や技術を習得すると

いう本研修の趣旨を御理解の上、認知症高齢者への介護サービスの質の向上に意欲を

持つ者を推薦してください。 

（２）講義・演習の５日目までを受講後、自施設（職場）にて、認知症と診断されている

利用者を選定し、施設・事業所長や職場関係者の協力のもと、通常業務と並行して、

４週間の実習に取り組みます。自施設（職場）実習は、自己の設定した課題に基づ

き、実践者としての役割の理解を深め、その技能を磨くことが主な目的です。実習後

は、振返りと考察を行った上で実践報告書（レポート）を作成します。なお、申込者

である所属長は、職場への御配慮と課題の実行等、御協力をお願いします。 

（３）受講者は実習対象者に対して必ず書面で承諾を得てください。承諾書の様式は問い

ませんが、必要な場合は福祉研修センターＨＰ（https://yg-fkc.com）の「課題・様

式等について」からダウンロードして御利用ください。 

   なお、本会が承諾書の提出を求める場合があります。その際には、必ず提出できる

よう大切に保管しておいてください。 

（４）自然災害等のやむを得ない事由により研修を開催できない場合は、各研修日の前日

の午後３時までに福祉研修センターＨＰ（https://yg-fkc.com）に記載しますので、

必ずホームページを確認してください。 

（５）欠席される場合は、研修前日までに必ず連絡してください。遅刻する場合は、速や

かに連絡してください。 

（６）研修当日に、発熱や体調が悪い場合は、研修への参加を控えてください。 

（７）受講者が４０人未満の場合は、開催中止とさせていただきます。 
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15 問合せ先 

（１）研修に関すること 

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会  

   福祉研修部（福祉研修センター） 担当：西村 

   ＴＥＬ ０８３－９８７－０１２３ 

ＦＡＸ ０８３－９８７－０１２４ 

 

（２）受講要件等に関すること 

   山口県健康福祉部 長寿社会課 

   地域包括ケア推進班 

   ＴＥＬ ０８３－９３３－２７８８ 

 

16 会場周辺図 

 ＜ＹＭｆｇ維新セミナーパーク＞ 

  所在地：〒754-0893 山口市秋穂二島1062 

 

福祉研修センターホームページ 

【URL】https://yg-fkc.com 

・中国自動車道小郡 I.C.から車で約２０分（１０．７ｋｍ） 

・山陽自動車道山口南 I.C.から車で約７分（３．５ｋｍ） 

・新山口駅から車で約１５分（８．５ｋｍ） 

・四辻駅から車で約５分、徒歩で約３０分（３ｋｍ） 


